
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
遊技機の盤面に配置され、複数種類の図柄を変動表示する遊技機用の変動表示装置であっ
て、
上記変動表示装置は、
複数種類の図柄を変動表示する、マトリックス状に配置された複数個の発光体から構成さ
れた主発光装置と、
この主発光装置 配置され、前記発光体からの光が通過可能な透光性を有する面
発光装置とを備えたことを特徴とする遊技機用の変動表示装置。
【請求項２】
面発光装置は、主発光装置の表面に配置され、透光性を有するパネル板と、
前記パネル板の端面に配置され、パネル板の端面から光を導入してパネル板を面発光させ
る発光装置と、
を備えたことを特徴とする請求項１記載の遊技機用の変動表示装置。
【請求項３】
面発光装置のパネル板には、主発光装置に臨む裏面であって、主発光装置に隣接した発光
体の間に、当該発光体からの光を遮る遮光部を設けたことを特徴とする請求項２記載の遊
技機用の変動表示装置。
【請求項４】
面発光装置は、エレクトリックルミネセントランプを用いたことを特徴とする請求項１記
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載の遊技機用の変動表示装置。
【請求項５】
エレクトリックルミネセントランプを湾曲させて主発光装置の前面に配置したことを特徴
とする請求項４記載の遊技機用の変動表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、パチンコ機などの遊技機用の変動表示装置に関し、主発光装置に加えて、面
発光装置を設け、双方を用いて表示することにより、多彩な情報表示を可能としたもので
ある。
【０００２】
【従来の技術】
従来、この種の遊技機用の変動表示装置としては、情報、例えば複数種類の図柄を変動表
示する、マトリックス状に配置された複数個の発光体を備えたものが知られていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記した従来の遊技機用の変動表示装置では、 状に配置された複数
個の発光体の一部を点灯あるいは消灯することによって、情報、例えば複数種類の図柄を
表示する他に図柄の表示態様がなく、表現力に欠け、遊技中の遊技者を引きつける魅力に
乏しいといった問題点があった。
【０００４】
そこで、請求項１記載の遊技機用の変動表示装置は、上記した従来の技術の有する問題点
に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、主発光装置と面発光装置とを組
み合わせることで、簡易な構造で、多彩な図柄表示が可能な遊技機用の変動表示装置を提
供しようとするものである。
これに加え、請求項２記載の遊技機用の変動表示装置は、簡易な構造で面発光が可能な遊
技機用の変動表示装置を提供しようとするものである。
【０００５】
また、請求項３記載の遊技機用の変動表示装置は、主発光装置からの光と面発光装置から
の光とを明確に分離して表示することにより、主発光装置からの光により表現される情報
を、見易く表示することのできる遊技機用の変動表示装置を提供しようとするものである
。
また、請求項４記載の遊技機用の変動表示装置は、構造上コンパクトで、かつ面発光装置
による照明にむらが生ぜず、表示が見易い遊技機用の変動表示装置を提供しようとするも
のである。
【０００６】
さらに、請求項５記載の遊技機用の変動表示装置は、外観上ボリューム感があり、かつ、
立体的な表示が可能な遊技機用の変動表示装置を提供しようとするものである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記した目的を達成するためのものであり、以下にその内容を図面に示した実
施例を用いて説明する。
請求項１記載の遊技機用の変動表示装置は、複数種類の図柄を変動表示する、マトリック
ス状に配置された複数個の発光体 (例えばＬＥＤ 41)から構成された主発光装置 (31)と、こ
の主発光装置 (31) 配置され、前記発光体 (41)からの光が通過可能な透光性を有
する面発光装置 (32)とを備えたことを特徴とする。
【０００８】
したがって、請求項１記載の遊技機用の変動表示装置によれば、主発光装置 (31)の複数個
の発光体 (例えばＬＥＤ 41)が発光することにより、複数種類の図柄を変動表示すると、各
発光体 (41)からの光は、面発光装置 (32)を透過して、図柄の変動を外部に表示することが
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できる。
また、主発光装置 (31)が発光している状態で、面発光装置 (32)が発光すると、主発光装置
(31)からの光に加えて、面発光装置 (32)からの光も外部に表示される。
【０００９】
したがって、主発光装置 (31)からの光と面発光装置 (32)からの光の２種類の光によって、
多彩な情報表示を表示することができる。
また、主発光装置 (31)のみを発光させれば、従来と同じように、図柄を変動表示すること
ができる。
このように、主発光装置 (31)からの光と面発光装置 (32)からの光とを組み合わせて情報を
表示したり、主発光装置 (31)を発光させて情報を表示することにより、極めて多彩な情報
を表示することができる。
【００１０】
請求項２記載の遊技機用の変動表示装置は、上記した請求項１記載の特徴点に加え、面発
光装置 (32)は、主発光装置 (31)の表面に配置され、透光性を有するパネル板 (50)と、前記
パネル板 (50)の端面に配置され、パネル板 (50)の端面から光を導入してパネル板 (50)を面
発光させる発光装置 (51)とを備えたことを特徴とする。
【００１１】
したがって、請求項２記載の遊技機用の変動表示装置によれば、パネル板 (50)の端部から
導入された、発光装置 (51)からの光は、パネル板 (50)を透過してパネル板 (50)の全体を面
発光させる。
請求項３記載の遊技機用の変動表示装置は、上記した請求項１及び２記載の特徴点に加え
、面発光装置 (32)のパネル (50)板には、主発光装置 (31)に臨む裏面であって、主発光装置
(31)に隣接した発光体 (41)の間に、当該発光体 (41)からの光を遮る遮光部 (44)を設けたこ
とを特徴とする。
【００１２】
したがって、請求項３記載の遊技機用の変動表示装置によれば、遮光部 (44)によって、主
発光装置 (31)からの光と、面発光装置 (32)からの光とを明確に分離することができるから
、双方の装置 (31,32)からの光の境界線がぼけずに、主発光装置 (31)からの情報を明確に
表示することができる。
請求項４記載の遊技機用の変動表示装置は、上記した請求項１記載の特徴点に加え、面発
光装置 (32)は、エレクトリックルミネセントランプ (70)を用いたことを特徴とする。
【００１３】
したがって、請求項４記載の遊技機用の変動表示装置によれば、エレクトリックルミネセ
ントランプ (70)を点灯することにより、面発光が可能となる。
請求項５記載の遊技機用の変動表示装置は、上記した請求項１及び４記載の特徴点に加え
、エレクトリックルミネセントランプ (70)を湾曲させて主発光装置 (31)の前面に配置した
ことを特徴とする。
【００１４】
したがって、請求項５記載の遊技機用の変動表示装置によれば、エレクトリックルミネセ
ントランプ (70)は、湾曲させて主発光装置 (31)の前面に配置したことから、前面に突き出
して湾曲するような遊技機に用いることができるとともに、湾曲した状態で点灯すること
により、立体感のある表現が可能となる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
図１～３は、本発明の第１の実施の形態を示すものであり、図１は表示装置本体の分解側
面図、図２は変動表示装置の正面図、図３は表示装置本体の正面図を各々示す。
図中、 10は、パチンコ機の遊技盤（図示せず）に設置され、始動口（図示せず）に遊技球
が入球したことを条件に、図柄の複数種類の図柄を高速で順次変動表示する変動表示装置
を示すものであり、この変動表示装置 10は、図２に示すように、遊技盤の表面に固定され
る楕円状の飾り枠 20と、この飾り枠 20の内周に囲まれるように配置され、図柄を変動表示

10

20

30

40

50

(3) JP 3830570 B2 2006.10.4



する略方形状の表示装置本体 30とから構成されている。
【００１６】
上記飾り枠 20は、例えばプラスチックにより形成され、図には詳しく示さないが、遊技盤
の表面に接するように配置される。また、前記飾り枠 20は、図２に示すように、その前面
には、上下に２カ所づつ、遊技盤の表面に固定するためのネジ固定部 21・・・が形成され
ている。
また、上記飾り枠 20の上部中央には、図２に示すように、普通図柄表示装置 22が設けられ
ている。前記普通図柄表示部 22は、遊技盤に配置された検出装置（図示せず）を、遊技球
が通過することを条件に、例えば１～９までの数字を順次変動表示する。
【００１７】
上記表示装置本体 30は、図１に示すように、大別すると、複数種類の図柄（本実施の形態
では、例えば「０～９」までの数字）を変動表示するために発光する主発光装置 31と、前
記主発光装置 31の表面に配置され、主発光装置 31からの光が透過可能な面発光装置 32とか
ら構成されている。
前記主発光装置 31は、図１に示すように、薄板状の基板 40と、前記基板 40上にマトリック
ス状に配列された複数個の発光体としての複数個のＬＥＤ 41・・・と、この複数個のＬＥ
Ｄ 41・・・を被うハウジング 42とを備えている。
【００１８】
上記複数個のＬＥＤ 41・・・は、本実施の形態では、図３に示すように、２１列、１２行
のマトリックス状に配列された赤色を発光するＬＥＤ 41・・・から構成されている。また
、配列された赤色のＬＥＤ 41・・・は、左、中央、右の３カ所に分割され、それぞれ１つ
の表示部分を構成している。そして、各表示部分において、図３に示すように、配列され
た７列、１２行の赤色のＬＥＤ 41・・・のうち、対応するＬＥＤ 41・・・を点灯すること
により、「０～９」までの図柄を変動表示することができる。本実施の形態では、図３に
示すように、例えば「７」を表示することができる。
【００１９】
前記ハウジング 42は、図１に示すように、基板 40と面発光装置 32とに挟まれるように配置
された略中空の箱体であって、主発光装置 31のＬＥＤ 41・・・の高さよりも若干短い奥行
きに形成されるとともに、基板 40側の裏面は、ＬＥＤ 41・・・を装着可能に形成されてい
る。また、ハウジング 42の裏面には、図１に示すように、主発光装置 31のＬＥＤ 41・・・
と対応する位置に、裏面から前面まで貫通し、主発光装置 31のＬＥＤ 41・・・がはまり込
む挿入孔 43が形成されている。そして、基板 40にハウジング 42を装着すると、各挿入孔 43
の中に各ＬＥＤ 41・・・がすっぽりとはまり込む。
【００２０】
また、主発光装置 31のＬＥＤ 41・・・の挿入孔 43の内面には、図１に示すように、例えば
遮光性のある物質によるメッキなどを施すことによって、挿入されたＬＥＤ 41・・・の光
を前方にのみ照射させるための遮光部 44が形成されている。前記面発光装置 32は、図１に
示すように、主発光装置 31のハウジング 42の表面に配置されたパネル板 50と、このパネル
板 50の上下の端面に配置され、パネル板 50の端面から光を導入して、パネル板 50全体を面
発光させる発光装置 51とから構成されている。
【００２１】
前記パネル板 50は、透光性を有する材料、例えばアクリル等によって形成され、その上下
の端部には、図１ ,３に示すように、前記発光装置 51からの光を導入するための導入部 52
が設けられている。
また、前記パネル板 50の裏面側の左右の両側には、図３に示すように、導入部 52から導入
した発光装置 51の光うち、左右の両側に進んできた光が、そのままパネル板 50の両側から
洩れないように、光をパネル板 50の内部方向に反射させる反射板 53が設けられている。
【００２２】
前記発光装置 51は、複数個の発光ダイオードから構成されている。この複数個の発光ダイ
オードは、赤色に発光する複数個の発光ダイオードと、緑色に発光する複数個の発光ダイ
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オードと、青色に発光する複数個の発光ダイオードとからなる。そして、特定の発光色の
発光ダイオードを点灯すれば、その点灯した発光色で、パネル板 50の全体が面発光する。
【００２３】
したがって、例えば青色の発光ダイオードのみを発光させれば、パネル板 50の全体は、青
色で面発光することとなる。また、赤色の発光ダイオードのみを発光させれば、パネル板
50全体は、赤色で面発光することとなる。
つぎに、上記第１の実施の形態を備えた遊技機用の変動表示装置 10の図柄の表示について
説明する。
【００２４】
遊技機用の変動表示装置 10における図柄の変動表示には、大別すると、主発光装置 31のみ
を発光させる第１の態様と、主発光装置 31と面発光装置 32との２つの発光装置を同時に発
光させる第２の態様の２つの態様がある。
まず、変動表示装置 10による図柄の変動表示の第１の態様について説明する。
主発光装置 31を発光させることにより、図３に示すように、左、中央、右の各表示部で、
「０～９」までの数字を表示することができる。
【００２５】
この際、主発光装置 31の点灯したＬＥＤ 41・・・とＬＥＤ 41・・・との間には、遮光部 44
が設けられているので、点灯した各ＬＥＤ 41・・・の光は、パネル板 50内に洩れることが
なく、発光の輪郭がハッキリして、鮮やかな図柄表示が可能であり、遊技者も表示が見易
くなる。
なお、本実施の形態では、各表示部により表示可能な図柄は、「０～９」までの数字であ
ると説明したが、表示できる図柄はこれに限らず、配置されるＬＥＤ 41・・・の密度を高
くすれば、様々な図柄が表示可能である。
【００２６】
つぎに、変動表示装置 10による図柄の変動表示の第２の態様について説明する。
主発光装置 31を発光させた状態で、面発光装置 32を発光させると、上記第１の態様よりも
、豊かな図柄表現をすることができる。
例えば、先に説明したように、主発光装置 31では、赤色で発光するＬＥＤ 41・・・を発光
させ、面発光装置 32では、例えば青色の発光ダイオードのみ発光するようにすれば、主発
光装置 31による図柄の表示が更にハッキリと表示されるとともに、青色の図柄表示が浮き
上がって見えて、表示自体に立体感が生じる。
【００２７】
このように、主発光装置 31の光の色と、面発光装置 32の光の色とを異ならせることにより
、主発光装置 31の光を浮き立たせ、表示が見易いようにすることができる。
また、主発光装置 31と面発光装置 32との光の色が異ならない場合でも、例えば明るさを異
ならせることで、多彩な図柄表示が可能となる。例えば主発光装置 31の光の明るさを、面
発光装置 32の光の明るさよりも暗くすれば、主発光装置 31により表示された図柄は、奥ま
って見える印象を受け、逆に主発光装置 31の光の明るさの方を明るくすれば、主発光装置
31による図柄の表示が突出したように見えるようになる。このように、主発光装置 31と、
面発光装置 32との２つの発光装置を同時に発光させることで、図柄の変動表示を立体感の
あるものとすることができ、豊かな表現が可能となる。
【００２８】
また、面発光装置 32と、主発光装置 31とを同時に点灯させた状態で、面発光装置 32のみを
点滅させてもよく、逆に主発光装置 31のみを点滅させてもよい。
また、主発光装置 31が図柄を表示した状態で、主発光装置 31による図柄の表示を変更する
ことなく、面発光装置 32において発光させる発光ダイオードを、異なる色彩の発光ダイオ
ードを発光させるように適宜切り換えて、面発光装置 32を発光させれば、主発光装置 31に
より表示された図柄が、後方に奥まって見える状態から、前方に突出して見える状態に変
化させることができ、更に魅力ある図柄表示が可能となる。
【００２９】
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つぎに、本発明の第２の実施の形態を説明する。第２の実施の形態は、パネル板 50の裏面
側に、主発光装置 31からの光を導入するための光導入突起を形成したことに特徴点を有す
る。
図４は、本発明の第２の実施の形態を示すものであり、表示装置本体 30の一部省略拡大縦
断面図を示す。
【００３０】
第２の実施の形態における表示装置本体 30は、上記第１の実施の形態と同様に、大別する
と、図４に示すように、複数種類の図柄（本実施の形態では、例えば「０～９」までの数
字）を変動表示するために発光する主発光装置 31と、前記主発光装置 31の前方に配置され
、主発光装置 31からの光が透過可能な面発光装置 32とから構成されている。
【００３１】
前記主発光装置 31は、図には詳しく示さないが、第１の実施の形態と同様に、薄板状の基
板 40と、前記基板 40上にマトリックス状に配列された複数個の発光体としての複数個のＬ
ＥＤ 41・・・とを備えている。
前記面発光装置 32は、図４に示すように、主発光装置 31のＬＥＤ 41・・・の前方に配置さ
れたパネル板 50と、このパネル板 50の上下の端面に配置され、パネル板 50の端面から光を
導入して、パネル板 50全体を面発光させる発光装置 51とから構成されている。
【００３２】
前記パネル板 50には、図４に示すように、主発光装置 31側の裏面から主発光装置 31のＬＥ
Ｄ 41・・・に向かって台形状に突出した複数個の光導入突起 60が設けられている。前記光
導入突起 60は、図４に示すように、主発光装置 31のＬＥＤ 41・・・に対応した数だけ設け
られ、主発光装置 31の各々のＬＥＤ 41・・・からの光を導入するとともに、この光を前方
に透過させる。
【００３３】
また、前記光導入突起 60の突起の高さは、パネル板 50の最薄部分の厚みより高く形成する
ことが望ましい。このように、前記光導入突起 60と突起の高さを、パネル板 50の最薄部分
の厚みより高く形成することにより、各ＬＥＤ 41・・・からの光が、パネル板 50の内部で
拡散することなく、直進することができ、パネル板 50の反対側からもＬＥＤ 41・・・の光
をハッキリ確認することができる。
【００３４】
また、光導入突起 60と光導入突起 60との間には、各ＬＥＤ 41・・・からの光が他の光導入
突起 60方向にに拡がるのを防止するための遮光部 44が各々設けられている。なお、この遮
光部 44は、上記実施の形態と同様に、例えば遮光性のある物質をメッキすることによって
形成されている。
また、前記パネル板 50の上下の端部には、図４に示すように、導入部 52が形成されている
。この導入部 52は、図４に示すように、パネル板 50の端部方向に向かって次第に厚さを厚
くして、その側面形状が扇形になるように形成され、発光装置 51からの光をパネル板 50の
内部に導入しやすくするように形成されている。
【００３５】
前記発光装置 51は、上記第１の実施の形態と同様に、赤色に発光する複数個の発光ダイオ
ードと、緑色に発光する複数個の発光ダイオードと、青色に発光する複数個の発光ダイオ
ードとを備えている。
つぎに、本発明の第３の実施の形態を説明する。第３の実施の形態は、面発光装置 32とし
て、エレクトリックルミネセントランプを用いたことを特徴点としている。
【００３６】
図５は、本発明の第３の実施の形態を示すものであり、表示装置本体の一部省略拡大縦断
面図を示す。
第３の実施の形態における表示装置本体 30は、図５に示すように、大別すると、複数種類
の図柄（本実施の形態では、例えば「０～９」までの数字）を変動表示するために発光す
る主発光装置 31と、前記主発光装置 31の前方に配置され、主発光装置 31からの光が透過可
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能な面発光装置 32とから構成されている。
【００３７】
前記主発光装置 31は、図５に示すように、前方に湾曲した薄板状の基板 40と、前記基板 40
上にマトリックス状に配列された複数個の発光体としての複数個のＬＥＤ 41・・・と、こ
の複数個のＬＥＤ 41・・・を被うハウジング 42とを備えている。
上記複数個のＬＥＤ 41・・・は、図３に示すように、前記各実施の形態と同様に、２１列
、１２行のマトリックス状に配列された赤色を発光するＬＥＤ 41・・・から構成されてい
る。
【００３８】
前記ハウジング 42は、図５に示すように、基板 40と面発光装置 32とに挟まれるように配置
され、前記基板 40と同様に湾曲する略中空の箱体であって、ハウジング 42の裏面には、前
面まで貫通し、主発光装置 31のＬＥＤ 41・・・と対応するように、主発光装置 31のＬＥＤ
41・・・がはまり込む挿入孔 43が形成されている。そして、基板 40にハウジング 42を装着
すると、各挿入孔 43の中に各ＬＥＤ 41・・・がすっぽりとはまり込む。
【００３９】
また、、ＬＥＤ 41・・・の挿入孔 43の内面には、図には詳しく説明しないが、上記各実施
の形態と同様に、蒸着アルミや遮光板などによって、挿入されたＬＥＤ 41・・・の光を前
方にのみ照射させるための遮光部が形成されている。
前記面発光装置 32は、図４に示すように、前記ハウジング 42の表面に、前記ハウジング 42
と同様に湾曲するように配置された、前面に向かって発光するエレクトリックルミネセン
トランプ 70により構成されている。
【００４０】
このエレクトリックルミネセントランプ 70には、ハウジング 42の挿入孔 43と対応する位置
に、ハウジング 42側の裏面から表面まで貫通する貫通孔 71が形成されている。さらに、エ
レクトリックルミネセントランプ 70の主発光装置 31側の裏面は、図には示さないが、透光
性を備えない金属電極で形成されているため、この金属電極部分については、主発光装置
31からの光を透過することがない。
【００４１】
したがって、前記貫通孔 71を介してのみ、主発光装置 31のＬＥＤ 41・・・からの光が前方
に照射されることとなる。
また、主発光装置 31に用いる基板 40は、湾曲可能な材料を用いて形成されているので、面
発光装置 32としてのエレクトリックルミネセントランプ 70を湾曲させて、表示装置に立体
感を持たせた場合でも、主発光装置 31もこれに対応させて湾曲させることができるから、
主発光装置 31のＬＥＤ 41・・・からの光もハッキリと外部から確認することができる。
【００４２】
【発明の効果】
本発明は、以上のように構成されているので、以下に記載されるような効果を奏する。
請求項１記載の変動表示装置によれば、主発光装置と面発光装置とを組み合わせることで
、簡易な構造で、多彩な図柄表示が可能な遊技機用の変動表示装置を提供することができ
る。
【００４３】
これに加え、請求項２記載の変動表示装置によれば、簡易な構造で面発光が可能な遊技機
用の変動表示装置を提供することができる。
さらに、請求項３記載の変動表示装置によれば、主発光装置からの光と面発光装置からの
光とを明確に分離して表示することにより、主発光装置からの光により表現される情報を
、見易く表示することのできる遊技機用の変動表示装置
を提供することができる。
【００４４】
請求項４記載の変動表示装置によれば、構造上コンパクトで、かつ面発光装置による発光
にむらが生ぜず、表示が見易い遊技機用の変動表示装置を提供することができる。
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また、請求項５記載の変動表示装置によれば、外観上ボリューム感があり、かつ、立体的
な表示が可能な遊技機用の変動表示装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】表示装置本体の分解側面図である。
【図２】変動表示装置の正面図である。
【図３】表示装置本体の正面図である。
【図４】第２の実施の形態であって、表示装置本体の一部省略拡大縦断面図である。
【図５】第３の実施の形態であって、表示装置本体の一部省略拡大縦断面図である。
【符号の説明】
10　変動表示装置　　　　 20　飾り枠
21　ネジ固定部　　　　　 22　普通図柄表示装置
30　表示装置本体　　　　 31　主発光装置
32　面発光装置　　　　　 40　基板
41　ＬＥＤ　　　　　　　 42　ハウジング
43　挿入孔　　　　　　　 44　遮光部
50　パネル板　　　　　　 51　発光装置
52　導入部　　　　　　　 60　光導入突起
70　エレクトリックルミネセントランプ
71　貫通孔
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

(9) JP 3830570 B2 2006.10.4



フロントページの続き

(56)参考文献  特開平７－２７５４５７（ＪＰ，Ａ）
              特開平７－６５６１８（ＪＰ，Ａ）
              特開平５－４７４７０（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              A63F  7/02
              G09F  9/00
              G09F  9/33

(10) JP 3830570 B2 2006.10.4


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

